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第１章 労働委員会による調整・審査

第１節 労働争議の調整

１ 概 況

平成27年に取り扱った調整事件はなかった。

第１表 平成27年調整事件取扱一覧

該当なし

第２表 調整区分別件数（新規申請分）

調整区分 年 ２３年 ２４年 ２５年 ２６年 ２７年

あ っ せ ん ２ ３ ２ ３

調 停

仲 裁

計 ２ ３ ２ ３ ０

第３表 調整開始事由別件数（新規申請分）

調整区分 年 ２３年 ２４年 ２５年 ２６年 ２７年

組 合 申 請 ２ ３ ２ ２

使 用 者 申 請 １

双 方 申 請

計 ２ ３ ２ ３ ０



第４表 調整事項別件数（新規申請分）

年 ２３年 ２４年 ２５年 ２６年 ２７年
調整事項

組 合 承 認 ・ 組 合 活 動 １ １
労働協約・効力・解釈履行

賃 金 増 額
賃

一 時 金
金 諸 手 当

退 職 一 時 金
等

そ の 他 ２
計 ２

給 与 以 外 の 労 働 条 件

事業所廃止・事業縮小
経

配 置 転 換
営

解 雇
人

そ の 他
事

計
団 体 交 渉 促 進 等 ２ ２ １ １
そ の 他 １

合 計 ３ ３ ２ ３ ０

（注）申請のあった調整事項を計上してあるので，調整事件数とは一致しない。

第５表 業種別件数（新規申請分）

建 製 造 業 情 運輸業・郵便業 卸 金 教 医 複 サ 地 そ

業種 食 印 化 そ 報 鉄 道 路 道 水 そ 売 融 育 療 合 方ー
設 料 刷 学 通 旅 客 路 業 業 ・ ・ サ ビ 公 の
品 ・ 工 の 信 道 運送業 貨 運 の ・ ・ 学 福 ス 務ー

業 製 同 業 業 バ ﾊｲ 物 小 保 習 祉 ビ 業 他 計
造 関 他 業 ス ﾔｰ 運 業 他 売 険 支 ス
業 連 専 ・ 送 業 業 援 事

業 業 ﾀｸ 業 業 業
年 ｼｰ

業

２３年 １ １ ２

２４年 １ １ １ ３

２５年 １ １ ２

２６年 １ １ １ ３

２７年 ０



第６表 調整の終結状況

年 ２３年 ２４年 ２５年 ２６年 ２７年
調 整 あ 調 仲 あ 調 仲 あ 調 仲 あ 調 仲 あ 調 仲

区 分 っ っ っ っ っ 計
終 結 せ せ せ せ せ
態 様 ん 停 裁 ん 停 裁 ん 停 裁 ん 停 裁 ん 停 裁

指 不 開 始
名 （規65-2）
前

取 下 げ １ １

取 下 げ
(1) (1)

案提示 １ １ ２ １ ５
指 解 解 決

自 主
名 解 決

決
計 １ １ ２ １ ５

後
２ １ ３

打 切 り

調停不調

１ ３ ２ ３ ９
計

(1) (1)
１

翌 年 繰 越 －

（注）（ ）は前年からの繰越で外書き。

第７表 調整の所要日数

区 分 ２３年 ２４年 ２５年 ２６年 ２７年

平 均 ２８ ８８ ４６ ２８ ―

最 長 ２８ ２４１ ４８ ３１ ―

最 短 ２８ ２５ ４３ ２４ ―

（注）所要日数は，あっせん員（調停委員）指名から事件終結までの日数である。

２ 調整事件

該当なし



第２節 個別労働関係紛争のあっせん

１ 概 況

個別労働関係紛争のあっせんの平成27年の新規申請は７件で，すべて労働者からの申請であ
る(第１表)。
あっせん事項は，経営・人事に関するもの10件，賃金等に関するもの４件，労働条件等に関

するもの２件，職場の人間関係に関するもの１件である(第２表)｡
業種別では，宿泊業・飲食サービス業２件，製造業１件，情報通信業１件，卸売・小売業１

件，医療・福祉１件，公務１件である (第３表)。

終結状況は，解決２件，打切り４件，繰越１件である(第４表)。

第１表 あっせん開始事由別件数（新規申請分）

年 ２３年 ２４年 ２５年 ２６年 ２７年区分

労働者申請 １０ ７ ４ ５ ７

使用者申請 １

双 方 申 請

計 １１ ７ ４ ５ ７

第２表 あっせん事項別件数（新規申請分）

年 ２３年 ２４年 ２５年 ２６年 ２７年内容

解 雇 ２ ３ １ ２ ４
経

配置転換，出向・転籍 １
営
・ 懲 戒 処 分 １
人

退 職 ２ １
事

そ の 他 ３ １ １ ２

計 ５ ６ １ ４ ８

賃 金 未 払 い １ １ １ １
賃

賃 金 減 額
金

一 時 金
等

退 職 一 時 金 ２

解 雇 手 当 ２ ２ １

そ の 他 ３

計 ４ ３ １ ２ ４

労 働 条 件 等 １ ２

職 場 の 人 間 関 係 ５ １ １ ３ １

そ の 他 １ ２

合 計 １６ １０ ５ ９ １５

（注）申請のあった事項のすべてについて計上してあるので，事件数とは一致しない。



第３表 産業別件数（新規申請分）

業種 建 製 情 運 卸 不 医 教 学技 宿サ 生業 サ分 公
報 輸 売 動 療 育 術術 泊│ 活・ ｜類

設 造 通 業 業 産 ・ ・ 研サ 業ビ 関娯 ビさ 務 計
信 ・ ・ 業 福 学 究│ ・ス 連楽 スれ

業 業 業 郵 小 ・ 祉 習 ・ビ 飲業 サ業 業な
便 売 物 支 専ス 食 ｜

（

い
業 業 品 援 門業 ビ 他も

賃 業 ・ ス にの
年 貸

）

業

２３年 ２ １ １ ４ １ １ １ １１

２４年 ２ １ １ ２ １ ７

２５年 １ ３ ４

２６年 １ 1 ２ １ ５

２７年 １ １ １ １ ２ １ ７

第４表 あっせんの終結状況

年 ２３年 ２４年 ２５年 ２６年 ２７年終結態様

指 不開始 ２ ２ （１）
名
前 取下げ

指 取下げ １ １

案提示
名 ２ ４ （１） １ ２

解 解 決
自 主

後 決 ５
解 決

計 ７ ４ （１） １ ２

１ ４ ４
打切り ２

（１） （２）
１１ ２ ５ ６

合 計 ５
（１） （２） （２）

翌年繰越 － ２ ２ － １

(注)( )は前年からの繰越で外書き。



２ 個別労働関係紛争あっせん事件

事件 申請 業 終結 調 整 経 過

調整事項 調整内容 あっ せ ん 員
名 区分 種 事由 年月日 事 項

平成 卸売・ 納得できな 不当解雇であるとして，あっせん 27. (公)末永
27年 小売業 い理由によ 申請がなされた。１回目のあっせん 6. 2 あっせん申請
(個) る解雇に対 で，被申請者は，未払い給料等の支 6. 2 事務局実情調査 (労)大島

第１ 労 する補償金 払について持ち帰り検討することに 打切り (労働者)
号 の支払 なった。２回目のあっせんで，被申 6. 3 あっせん員指名 (使)久永
(59) 未払い給料 請者の検討結果を申請者に伝えたが， 6.11 事務局実情調査

の支払い 申請者が納得しなかったため，これ (使用者)
以上あっせんを継続しても紛争を解 7.10 第１回あっせん
決することは困難と判断し，打切り 7.23 第２回あっせん

となった。 7.23 終結(解決困難)

所用日数：52日

平成 医療・ 一方的処分 一方的処分を行うのは納得いかな 27. (公)田中
27年 福 祉 に対する慰 いとして，あっせん申請がなされた。 6. 5 あっせん申請

(個) (医療 謝料の支払 あっせんでは，あっせん事項そのも 6. 5 事務局実情調査 (労)榮留
第２ 労 業) い のについての歩み寄りは困難と判断 解決 (労働者)
号 地位保全 し，今後の労使関係を円満にしてい 6. 9 あっせん員指名 (使)吉冨

(60) 資格手当の くことを主眼に過去の経緯は蒸し返 6.24 事務局実情調査
請求 さないこと，お互いに誠実に真摯に (使用者)
問題行動の 対応することを内容とする協定書案 7.16 あっせん

事実確認 を提示したところ，双方が合意し， 7.16 終結
協定書を取り交わして終結した。

所用日数：42日

平成 飲食店 採用取消に 内定取消は不当であるとして，あ 27. (公)宮廻
27年 ・宿泊 対する慰謝 っせん申請がなされた。あっせんで 6.23 あっせん申請

(個) 業(一 料と損害賠 は，申請者は，精神的なダメージも 6.23 事務局実情調査 (労)下町
第３ 労 般飲食 償の請求 受けたとして１年分の賃金相当額を 解決 (労働者)
号 店) 求めた。被申請者は，不採用には相 7. 3 あっせん員指名 (使)中村

(61) 当な理由があり申請者の主張は受け 7. 8 事務局実情調査
入れないが，早期の解決を望んでお (使用者)
り常識的な金額の支払いには応じる 8. 6 あっせん

と述べた。金額には相当の開きがあ 8. 6 終結
ったが，労使双方に折衝を重ねた結
果，合意に至り協定書を取り交わし

て終結した。 所用日数：45日



事件 申請 業 終結 調 整 経 過
調整事項 調整内容 あっ せ ん 員

名 区分 種 事由 年月日 事 項

平成 公 務 元の雇用形 非常勤職員の勤務形態が変更され 27. (公)末永
27年 (地方 態への復帰 たことは不当であるとして，あっせ 7.22 あっせん申請

(個) 公務) 雇用形態変 ん申請がなされた。被申請者は，規 7.22 事務局実情調査 (労)川俣
第４ 労 更の理由説 則に則ったものであり，変更理由に 打切り (労働者)
号 明 ついても説明を行っているとして， 7.24 あっせん員指名 (使)伊地知

(62) あっせんには応じられないとの文書 7.31 事務局実情調査
による意思表示がなされ，あっせん （使用者）
員協議の結果，打切りとなった。 8.19 終結(不応諾)

所用日数：29日

平成 製造業 業務中のけ 業務中のけがに対して，会社が労 27. (公)末永
27年 (窯業 がの治療 災申請に協力しなかったことは不当 7.28 あっせん申請

(個) ・土石 費，慰謝料 であるとして，あっせん申請がなさ 7.28 事務局実情調査 (労)奥
第５ 労 製品製 の請求 れた。あっせんで被申請者は，事故 打切り (労働者)
号 造業) 後遺障害に 現場を本人以外は誰も見ていないこ 8. 6 あっせん員指名 (使)吉冨

(63) よる逸失利 となどを理由に労災と確認できない 8.20 事務局実情調査
益の請求 と述べた。一方，被申請者は，この (使用者)
精神的苦痛 紛争を解決金により解決したいとの 9. 1 あっせん

に対する謝 意向を持っていたが，金額の隔たり 9. 1 終結(解決困難)
罪 が大きく，歩み寄りの余地が見られ

なかったことから，あっせん員協議

の結果，打切りとなった。 所用日数：36日

平成 情報通 解雇による 正社員と同じ業務内容で，２ヶ月 27. (公)采女

27年 信 業 精神的・経 の有期雇用を６年以上の長期にわた 8.24 あっせん申請
(個) (情報 済的損害の り更新してきた中で，突然更新を打 8.24 事務局実情調査 (労)榮留
第６ 労 サービ 補償 ち切られたのは不当であるとして， 打切り (労働者)

号 ス業) 有給休暇に 労働局にあっせん申請をしたが，被 9.16 事務局実情調査 (使)本坊
(64) 相当する補 申請者不応諾により打切りとなった (使用者)

償 ため，あらためて労委へあっせん申 10. 9 終結(不応諾)

請がなされた。被申請者への事情聴
取の際にあっせん参加について説得
を行ったが，あっせんには応じない

との文書回答がなされ，あっせん員
協議の結果，打切りとなった。 所用日数：47日



事件 申請 業 終結 調 整 経 過
調整事項 調整内容 あっ せ ん 員

名 区分 種 事由 年月日 事 項

平成 飲食店 解雇理由の パートとして働いていたが，突然 27.
27年 ・宿泊 説明 メールで解雇との連絡があった。解 9.18 あっせん申請

(個) 業(宿 解雇予告手 雇理由の説明と解雇予告手当等の支 9.18 事務局実情調査
第７ 労 泊業) 当の支払い 払いを求め，あっせん申請がなされ (労働者)
号 た。 10. 2 事務局実情調査

(65) (労働者)

所用日数：

（注）所要日数は申請から終結までの日数である。（不開始及び取下げは除く。）

第３節 不当労働行為事件の審査

１ 概 況

平成27年に新規の不当労働行為救済申立てはなかった。

年間取扱件数は前年からの繰り越し分１件であった。

本件は関与和解が成立し，取下げにより終結した。

第１表 事件取扱状況

区分 係 属 件 数 取 下 げ 命 令 次年

前年 新規 係属 組合 無関与 関 与
年次 救済 棄却 却下 繰越

繰越 申立 計 都合 和 解 和 解

２３年 １ １ ２ １ １

２４年 １ ２ ３ １ ２

２５年 ２ ０ ２ １ １

２６年 １ １ ２ １ １

２７年 １ ０ １ １ ０



第２表 救済内容別申立件数

区分 労 組 法 第 ７ 条

計
年次 １号 ２号 ３号 １・２号 １・３号 ２・３号 １・２・３号 １・４号 １・３・４号

２３年 １ １

２４年 １ １ ２

２５年 ０

２６年 １ １

２７年 ０

第３表 申立人別申立件数

区分 全 国 鹿 児 島 県

申 立 人 別

年次 申立件数 申立件数
組 合 個 人 組合・個人

２３年 ３７６ １ １

２４年 ３５４ ２ ２

２５年 ３６５ ０

２６年 ３７１ １ １

２７年 ０

第４表 申立関係企業内の組合組織状況

区分
組合が１つだけの企業 組合が２つ以上の企業 計

年次

２３年 １ １

２４年 ２ ２

２５年 ０

２６年 １ １

２７年 ０



第５表 業種別申立件数

建 製 造 業 情 運輸業・郵便業 卸 金 教 医 複 サ 地 そ
業種 食 印 化 そ 報 鉄 道 路 道 水 そ 売 融 育 療 合 方ー

設 料 刷 学 通 旅 客 路 業 業 ・ ・ サ ビ 公 の
品 ・ 工 の 信 道 運送業 貨 運 の ・ ・ 学 福 ス 務ー

業 製 同 業 業 バ ﾊｲ 物 小 保 習 祉 ビ 業 他 計

造 関 他 業 ス ﾔｰ 運 業 他 売 険 支 ス
業 連 専 ・ 送 業 業 援 事
業 業 ﾀｸ 業 業 業

年 ｼｰ
業

２３年 １ １

２４年 １ １ ２

２５年 ０

※被申立人
２６年 １ １ ２ が２法人

２７年 ０

第６表 平均処理日数

年次 区分 総 平 均 命令・決定 取下・和解

２３年 ５２８ ５２８ －

２４年 ２９６ － ２９６

２５年 ２０９ － ２０９

２６年 ４８０ ４８０ －

２７年 ３１３ － ３１３

※ 労働組合法第27条の18の規定に基づく審査の期間の目標については，１年とする。
（平成24年７月改定）



第７表 事件一覧表

申立 申 立 終 結 申立 審 査 参 与 終結

事件名 人 年 月 日 該当 業種 請求する救済内容
区分 年月日 (所要日数) 号 委 員 委 員 状況

取下げ
平成26年 組合 26. 6.16 27.4.24 2 末 永 川 俣 教育 誠実な団交応諾， 関与
(不)第１号 (313日) 北 﨑 奧 学習 ポストノーティス 和解

事件 伊地知 等
中 村 社会

福祉

２ 審査事件

(1) 平成26年(不)第１号事件
１ 申立年月日 平成26年６月16日
２ 申 立 条 項 労組法第７条第３号

３ 請 求 す る (1) 誠実な団体交渉応諾
救 済 内 容 (2) 謝罪文の掲示

４ 申 立 人 Ｘ 組合

５ 被 申 立 人 学校法人Ｙ，社会福祉法人Ｚ
６ 業 種 名 教育・学習，医療・福祉
７ 担 当 委 員 審査委員長 ：末永睦男

審査委員 ：北﨑浩嗣
参与委員(労側)：川俣広孝，奧恵利美

(使側)：伊地知司，中村博之

８ 事件の概要
(1) 平成26年２月４日にＸ組合の分会が結成され，翌々日，法人に対して「結成通知

書」，「団体交渉申入れ書」等が提出された。
(2) 同年２月19日，法人理事長，法人代理人等と第１回団体交渉。組合員の氏名公表
がないことを理由に交渉の中身に入ることを拒まれた。組合側は，パワーハラスメ

ント等を行わないことを確約できれば，氏名公表を行うことを提案。次回団体交渉
冒頭で労使協定を締結することを確認し，終了。

(3) 同年２月28日，法人代理人及び法人理事長の息子である事務長と第２回団体交渉。

協定内容について事務長は判断できないとして協定は不締結。不誠実交渉として，
氏名公表はせず。法人代理人から，締結予定の協定内容については妥当な内容であ
るとして，「協定締結を法人代理人から法人に要請し，後日，協定書を郵送する」

旨の話があり，後日，郵送されてきた。
(4) 同年３月７日，組合から法人代理人へ次回，団体交渉への理事長出席要請。また，
組合側は同年３月17日，法人代理人へ一部の組合員氏名を通知するとともに，退職

届撤回の要求に係る要望を行う。
(5) 同年３月19日，法人理事長，事務長，法人代理人と第３回団体交渉。法人理事長
から退職届の撤回の要求に応じる意思のない旨，回答。

(6) 同年３月25日，事務長，法人代理人と第４回団体交渉。互助会について規約や支
出基準の不存在，不明瞭な支出が見受けられるとして，事務長に回答を求めたが，
事務長は互助会について，把握しておらず，回答できなかった。法人代理人は，互



助会会費は預かり金であることから，労使合意ができた時点で精算したいとした。
(7) 同年３月28日，一部組合員に対し，互助会の返金として一人あたり３万円の支給。

(8) ４月７日付団体交渉申入れに対し，同月14日付で，法人代理人から，「現時点で
は，書面のやりとりで十分と思料するので，団体交渉に応じられない」旨の回答。

(9) ４月18日付の再度の団体交渉申入れに対し，同月25日付で法人代理人から「法的

論点が多数含まれると解することから，当事者間の団体交渉で解決を図るものでは
なく，裁判所等での法的手続によって解決すべきものと思料する。これ以上の団体
交渉の申入れに応じることはできない」旨の回答。

９ 審査経過
申立て後，委員調査を11回行い，当事者から提出された申立書，答弁書，準備書面等

をもとに求釈明等を行い，争点や証拠の整理を行った。
第２回調査期日において，団交実施を促す内容の「事件解決のための勧告」（三者勧告）

を行ったところ，その後，被申立人側から条件付き受諾の回答がなされた。

そのため，第３回調査期日において，期日外に参与委員が両当事者と接触した結果及び
期日当日の理由聴取等の結果を踏まえ，内容を修正の上，再度勧告を実施した。
その結果，自主的な団体交渉が行われたものの，概ね半分ほどしか議論がなされていなか

ったことから，第４回調査期日において，引き続き団体交渉を行うことを内容とした三者勧
告を行い，その後，２回目の自主的な団体交渉が実施された。
第５回調査において，これまでの団体交渉の結果を踏まえ，３回目の団体交渉を行うよう

勧告した。これに基づき団体交渉が予定されていたが，労働者側が，関連する項目について，
労働審判の申し立てを行ったことから，実施されなかった。
このため，第６回から第９回調査期日において，審査委員，参与委員立ち会いのもとでの

団体交渉を４回実施した。
その結果，一定の議論の進展があったことから，第10回調査期日において，進展が見られ

た項目について部分的な和解勧告を行った。これについては双方，受諾したことから，和解

の認定を行った。
残りの部分についても，第11回調査期日において，協議が整ったことから和解協定書を作

成した。これにより申立人から取下書が提出され，本件は同日付けで終結した。

［委員調査の期日］

第１回調査 平成26年７月24日
第２回調査 同 年８月26日
第３回調査 同 年９月19日

第４回調査 同 年10月27日
第５回調査 同 年11月25日
第６回調査 同 年12月18日

第７回調査 平成27年１月19日
第８回調査 同 年２月13日
第９回調査 同 年３月３日

第10回調査 同 年３月16日
第11回調査 同 年４月24日

第４節 行政訴訟事件

本年は係属事件がなかった。



第５節 再審査事件

本年は係属事件がなかった。

第６節 資格審査

１ 概 況
(1) 平成27年は新規の組合資格審査申請はなかった。

(2) 年間の取扱件数は，前年からの繰越分１件であった。
(3) 処理状況については，打切り（前年から繰越した不当労働行為救済申立事件が和解による取

下げで終結したため）となった。

２ 資格審査一覧表

組 合 申 請 終 結
年番号 申 請 組 合 名 申請理由 備 考

員 数 年 月 日 年月日

平成 不当労働 繰越分
26年3 Ｘ４組合 676 行為救済 H26. 6.16 H27. 4. 24 打切り

(平成26年(不)第１号) 申立

３ 資格審査取扱状況

申請理由別(新規) 終 結 態 様 別
区 取

法 救 労 許 労 適 不 取 打 翌
分 扱 人 済 働 可 働 法 適 下 切 年

登 申 者 申 者 決 法 げ り 繰

年 件 記 立 供 請 委 定 決 越
給 員 定

次 数 事 推

業 薦

２３年 ４ １ ２ ３ １

２４年 ５ ２ ２ ２ １ ２

２５年 ４ ２ ２ １ １

２６年 ４ １ ２ ３ １

２７年 １ １

第７節 認定告示

本年は申出がなかった。



第２章 労働委員会活性化のための取組

全国労働委員会連絡協議会において平成22年から平成24年にかけて第１次から第３次までの報告

書が出されたことを受けて，県労働委員会委員による「労働に関する無料相談会」（定期・周知月

間等）を開催するとともに，委員による「出前講座」を開催するなどし，労働委員会制度の周知広

報を行っているほか，委員及び事務局職員の資質向上を図るための研修の充実等を図っている。

また，迅速・的確な審査手続を充実させるため，平成24年７月１日から審査の期間の目標を１年

６月から１年に短縮し，実際の事件においても，「三者委員による事件の解決のための勧告」を行

い和解への働きかけを行うなど，審査事件の迅速な解決に努めている。

平成27年の主な取組は，下記のとおりである。（Ⅰ，Ⅱの実績は平成27年度で記載。）

Ⅰ 労働委員会制度の認知度を高めるための方策
１ 委員による「労働に関する無料相談会」の開催
(1) 定期相談会(H23.5～）

毎月第４火曜日の午後２時30分から午後５時まで，県庁労働委員会において相談会を開
催した。また，平成26年度からは来庁できない方のために電話相談を実施した。
日 時 相談件数 日 時 相談件数 日 時 相談件数

27年４月28日（火） ５件（２） ８月25日（火） ３件（１） 12月22日（水） ３件（０）
５月26日（火） ４件（１） ９月24日（木） ３件（１） 28年１月26日(火) ２件（０）
６月23日（火） ４件（０） 10月27日（火） ３件（１） ２月23日（火） ４件（１）

７月28日（火） ４件（０） 11月24日（火） １件（０） ３月22日（火） １件（０）
※（ ）書きは電話相談で内書き。

(2) 個別労働関係紛争処理制度に係る周知月間における相談会
個別労働関係紛争処理制度に係る周知月間(10月)中に，定期相談会に加え，日曜相談会や出

張合同相談会を開催した。

なお，鹿屋市での相談会(10/15)については，関係機関に参加を呼びかけ，合同で開催した。
◇ 参加機関：県労働委員会，鹿児島労働局（総務部企画室，雇用均等室），県雇用労政課，

県社会保険労務士会 計５関係機関

日 時 場 所 相談件数
10月15日（木）10:30～15:30 リナシティかのや（鹿屋市） ０件

10月18日（日) 10:00～16:00 鹿児島市勤労者交流センター ３件
10月27日（火）14:30～17:00 県庁労働委員会 ※定期相談会参照

(3) 周知月間以外の出張相談会
鹿児島市勤労者交流センター（キャンセビル）において出張相談会を開催した。
日時：８月２日（日）10:00～16:00 相談件数：５件

《参考》 個別労働関係紛争に係る相談
・平成27年度月別相談件数

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 合計

事務局対応 19 13 22 17 14 9 11 14 9 6 9 18 161
委員相談会 5 4 4 4 8 3 6 1 3 2 4 1 45

（うち電話相談） (2) (1) (2) (0) (1) (1) (1) (0) (0) (0) (1) (0) (9)

計 24 17 26 21 22 12 17 15 12 8 13 19 206



・相談内容別件数 （平成28年3月31日現在）

年度
23 24 25 26 27 計

相談内容
経 営 又 は 人 事 75 80 62 80 96 393

賃 金 等 56 56 47 56 44 259
労 働 条 件 等 33 33 37 55 15 173
その他(職場の人間関係) 23 47 30 41 38 179 ※ 相談内容は主なもので計上

そ の 他 23 15 35 23 13 109 ※ 平成23年5月から定期相談会開始

合 計 210 231 211 255 206 1,113
うち委員による相談会 69 34 33 68 45 249

（相談内容の分類）
解雇，配置転換・出向・転籍，復職，懲戒処分，退職，勤務延長・再

経 営 又 は 人 事
雇用，その他経営又は人事

賃金未払，賃金増額，賃金減額，一時金，退職一時金，解雇手当，休
賃 金 等

業手当，諸手当，その他賃金，年金

労働契約，労働時間，休日・休暇，年次有給休暇，育児休業・介護休

労 働 条 件 等 業，時間外労働，安全・衛生，福利厚生制度，社会保険，労働保険，

その他の労働条件等

その他（職場の人間関係） セクハラ，パワハラ・嫌がらせ

そ の 他 その他

２ 周知月間を中心とした制度・相談会等の周知広報
【紙媒体】
(1) 個別紛争あっせん制度ＰＲポスター等の配布

当労委独自の個別紛争あっせん制度ＰＲ用のポスター，チラシ及びカードを関係機関・関係
団体等に配布し，周知広報を依頼した。

(2) 相談会チラシの配布
ＱＲコードを印刷した相談会チラシを作成し，関係機関・労使団体等に配布し，制度の周知

広報を依頼した。なお，労使団体等については会員へのチラシ配布も依頼，コンビニエンスス

トアにもチラシ設置を依頼した。



◇ 個別あっせん制度ＰＲポスター ◇ 個別あっせん制度ＰＲカード

（表面）

（裏面）

【ホームページ及び携帯電話サイト】
(3) 委員リレーコラム掲載等によるホームページ等の充実

ホームページ及び携帯電話サイト内に制度概要や相談会・周知月間等について掲載するとと

もに，ホームページ上に委員が毎月交替でコラムを掲載した。
なお，携帯電話サイトに直接つながるＱＲコードを，個別紛争あっせん制度ＰＲポスター・

チラシ・カード，相談会チラシ，のぼり旗，委員・職員の名刺等に印刷し，広報を行った。

(4) 関係機関等ホームページのリンク及び相談会掲載
鹿児島労働局，連合鹿児島，法テラス鹿児島及び市町のホームページに，当労委（個別紛争

あっせん制度）ホームページへのリンク付けがされるとともに，関係機関・労使団体等のホー
ムページに相談会が掲載された。

【マスコミ】
(5) 定期相談会，日曜相談会，周知月間中の相談会については，テレビ局・ラジオ局・新聞社
に年間を通じて告知を依頼し，周知広報を行った。

【県広報媒体】
(6) 県広報媒体による広報

個別紛争あっせん制度や定期相談会について，県政広報テレビ・ラジオ番組による告知を年
間を通じて実施した。また，県政広報「新聞インフォメーション」に定期相談会や日曜相談会
（８月２日開催），周知月間について掲載した（平成27年６月，８月，10月掲載）。

県政広報ラジオ番組で会長対談により個別紛争あっせん制度を紹介した。
また，県政広報テレビ番組では，会長が労働委員会の役割や個別紛争あっせん制度の説明

を行い，労使間トラブルの事例やあっせん員による模擬あっせんを通して，制度の紹介をし

た。
・ 県政広報ラジオ番組：６月18日(木)ＭＢＣラジオ「むっちゃんの「いきいき鹿児島！」」

午後６時50分～午後７時（うち対談部分３分間）

・ 県政広報テレビ番組：９月27日(日)ＫＹＴ「かごメン！～県政ナビゲーション～」
午前11時45分～午前11時50分



【関係機関等】

(7) 労使団体・関係機関等との連携
関係機関等に対して個別紛争あっせん制度や定期相談会等について周知広報を依頼すると
ともに，労働局やハローワーク，労使団体等に直接出向き，労使紛争に関する相談の当労委

紹介を依頼した。県弁護士会会員に対しては，県弁護士会レターボックスを活用して，制度等
の周知及び相談者への当労委紹介を依頼した。
また，周知月間中の出張合同相談会において，関係機関と連携して合同で相談対応した。

(8) 県や市町の広報誌への掲載
県メールマガジンによる市町村への広報誌原稿を情報提供したほか，県・市の労政担当課発

行の広報誌等に制度概要や相談会の掲載を依頼した。

【その他】

(9) 地域情報誌・求人情報誌への掲載
地域情報誌や求人情報誌に，個別紛争あっせん制度や相談会を掲載した。

３ 委員による出前講座
労働者委員及び使用者委員がそれぞれ労使団体の会合等に出向き，労働委員会制度をＰＲし

た。

また，公益委員が高校生や大学生を対象にして労働ルール等の基礎知識等に関する説明や
相談機関としての労働委員会をＰＲした。

実施日及び時間 場 所 団体名 参加者数 講師名

公 益 １月５日(火)10:30～12:00 鹿児島大学 法文学部2～4年生 約 60人 末永 睦男 委員
２月24日(水)９:55～10:45 鹿児島商業高校 １～３年生 約780人 宮廻 甫允 会長
11月21日(土)14:30～15:00 アーバンポートホテ 自治労全国一般 約 30人 榮留 道夫 委員

労働者 ル鹿児島 民間労組評議会

１月９日(土)10:30～11:00 連合かごしまユニオン 同左 17人 奥 恵利美 委員
２月24日(水)18:30～19:00 九州労働金庫種子島支 連合鹿児島熊毛地 30人 川俣 広孝 委員

店 協

９月４日(月)18:35～19:05 ホテルこばやし 鹿屋商工会議所 37人 中村 博之 委員
使用者 11月11日(水)15:45～16:05 鹿児島サンロイヤル 中小企業団体中 23人 吉冨 秀介 委員

ホテル 央会

12月４日(金)15:00～15:30 種子島産業会館 西之表市商工会 約 20人 伊地知 司 委員



【鹿児島商業高校（H28.2.24）】 【鹿児島大学（H28.1.5）】

【自治労全国一般民間労組評議会(H27.11.21)】 【鹿屋商工会議所（H27.9.4）】

Ⅱ 委員及び事務局職員の資質の維持・向上を図るための方策
定例総会日に開催している労働問題研究会（外部講師や委員・事務局職員等講師による研 修）

については，会議における議題の事例検討に加え，鹿児島労働局等の外部専門家講師による講演，
中労委作成の論点別調整事件解説集を活用した事例研修など，研修の充実を図った。
また，個別紛争あっせん事件，集団的調整・審査事件について，終結時には，総会で所感及び

全委員による意見交換を行い，資質の向上に努めた。
さらに，全労委として平成23年から取り組んでいる公労使委員合同研修を初めとする全国・九

州ブロックの会議・研修に委員が参加したほか，事務局職員を全国・九州ブロックの会議・研修

や個別労働紛争解決研修（JIRRA），労働契約解説セミナー（厚生労働省）等に参加させ，資質の
向上に努めた。

【公益委員連絡会議(H27.10.8)】 【労働問題研究会特別講演会(H27.8.18)】



Ⅲ 迅速・的確な審査手続を充実させるための方策
１ 審査の期間の目標

労働組合法第27条の18に基づく審査の期間の目標については，従来１年６月であったが，
平成24年６月12日に開催した公益委員会議において，公益委員会議申合せ及び公益委員会

議決定事項を改正し，１年（団交拒否のみの事案については10月）とし，平成24年７月
１日から適用している。

２ 審査の実施状況及び目標の達成状況

申 立 申 立 調 査 審 問 処 理 終 結

事 件 名
年月日 事 由 回 数 回 数 日 数 状 況

平成26年(不)第 26. 6.16 誠実な団交応 １１ ０ ３１３ 関 与
１号事件 諾，ポストノ 和 解

ーティス等

平成27年の不当労働行為事件の処理日数は313日であり，目標期間内に終結した。


